
証券コード 3817
平成26年６月11日

株 主 各 位
東京都豊島区南池袋二丁目32番８号

代表取締役社長 鹿 島 　 亨

第24回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、平成26年６月
25日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成26年６月26日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区麹町一丁目６番４号

住友不動産半蔵門駅前ビル２階
ベルサール半蔵門

３．会議の目的事項
報 告 事 項 １．第24期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連

結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第24期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集

事項の決定を当社取締役会に委任する件
第５号議案 職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決

定の件
以　上

・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

・株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（http://www.sra-hd.co.jp/)に掲載させていただきます。

・次の事項につきましては、法令ならびに当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.sra-hd.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従って、本招集
ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。

　　　①連結計算書類の連結注記表　　②計算書類の個別注記表
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＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の
うえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによ
る議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記
１．議決権行使サイトについて
（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン

または携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当
社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアク
セスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎
日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

※「ｉモード」は（株）ＮＴＴドコモ、「EZweb」はＫＤＤＩ(株）、
「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。

（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネ
ット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチ
ウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の
場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用で
きない場合もございます。

（3）携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイ
のいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確
保のため、暗号化通信（ＳＳＬ通信）および携帯電話情報の送信
が不可能な機種には対応しておりません。

 (4) インターネットによる議決権行使は、平成26年６月25日（水曜日）
の午後５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してい
ただき、ご不明な点等がございましたら下記ヘルプデスクへお問
い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
（1）議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行

使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」
をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
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（2）株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議
決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議
決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることに
なりますのでご了承ください。

（3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」および「仮パス
ワード」をご通知いたします。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
 (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、

インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせ
ていただきますのでご了承ください。

 (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、
後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソ

コン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された
場合も、 後に行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネ
ット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、
携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用
による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担と
なります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00、通話料無料）

以　上
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（提供書面）
事　業　報　告

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当連結会計年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日）におけるわが国

経済は、個人消費や生産が増加し、企業収益も改善する等、景気は緩やかに回

復してきました。

　情報サービス業界におきましては、ＩＴ投資は回復基調を維持しているもの

の、競争激化により引き続き厳しい受注環境で推移しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画の３年目として、

『既存事業の構造改革推進』と中長期成長戦略である『自社ＩＰ製品ビジネス

×海外ビジネス』について、以下のような具体的施策を推進しました。

■既存事業の構造改革推進

　「営業強化による受注・売上の拡大」としては、提案型営業による案件

の創出と案件・受注管理体制の強化等に取り組んだ結果、株式会社ＡＩＴ、

株式会社ＳＲＡ西日本等の売上高が増加しましたが、SRA AMERICA,INC.は

前連結会計年度までの大型案件の反動減で売上高が減少しました。

　また、「収益性の高い生産体制の構築」については、引き続き配員管理

の強化と生産間接費の適正化を推進した結果、主力の開発事業において、

売上総利益率は３四半期連続で20％を超えました。

■自社ＩＰ製品ビジネス×海外ビジネス

　　自社ＩＰ製品ビジネスを中国・インド・ASEAN等の成長市場へ展開すると

いう中長期成長戦略のさらなる推進を目的に、Proxim Wireless 

Corporation、鑫金浪子有限公司(Kingnet)およびCavirin Systems,Inc.

に対して追加の事業投資を実施しました。

　　また、国内の自社ＩＰ製品ビジネスにおいては、総合文教ソリューショ

ン（UniVision)、メールアーカイブ製品（MailDepot)、デジタルコンテン

ツサービス（BELEGA-DC)、ＥＣサイト構築サービス（BELEGA-EC)等の拡販

に注力しました。
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　　さらに、新しいビジネスモデル構築への取り組みとして、市場拡大が予

想されるヘルスケア分野において、株式会社プラクテックスに対して事業

投資を行うとともに、同社と協業してスマートフォン向けアプリケーショ

ン「HEALTHPLAYER」（※）を開発し、提供を開始しました。

※「HEALTHPLAYER」

　スマートフォン等を介して利用者より取得した身長・体重・消費カロリー等のヘルスケアデー

　タをクラウドに安全に記録・保管し、健康管理に役立てるとともに、株式会社ＳＲＡのレコメ

　ンド技術を活用して分析し、個々の利用者の健康状態に合った、生活習慣改善などの記事や関

　連広告等の配信を行う。

　以上の結果、当連結会計年度の連結業績は次のとおりとなりました。

　売上高については、開発事業、運用・構築事業、販売事業の全てが増加し、

35,146百万円（前連結会計年度比9.3%増）となりました。

　損益面においては、営業利益は売上増加に伴う売上総利益の増加で2,807百万

円（前連結会計年度比15.2%増）、経常利益は3,324百万円（前連結会計年度比

15.3%増）、当期純利益は退職給付制度改定益の特別利益への計上等で2,134百

万円（前連結会計年度比27.0%増）となりました。

　なお、第１四半期連結累計期間において特別損失に計上した投資有価証券評

価損については、株価の回復により当連結会計年度においては計上する必要が

なくなりました。

　上記のとおり、当連結会計年度の連結業績は前連結会計年度に比べ、売上高

は増収となり、営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも大幅な増益となり

ました。また、通期の業績予想に対しては、営業利益は予想値を若干下回った

ものの、売上高、経常利益、当期純利益は予想値を上回る結果となりました。

◎連結業績推移 （単位：百万円）

区 分

第20期

( 平成22年 )３月期

第21期

( 平成23年 )３月期

第22期

( 平成24年 )３月期

第23期

( 平成25年 )３月期

第24期
（平成26年３月期）

直近業績予想値
平成25年
5月9日公表

実績

売 上 高 34,053 33,164 33,416 32,168 34,900 35,146

営 業 利 益 1,997 2,238 2,490 2,436 2,900 2,807

経 常 利 益 2,059 2,374 2,656 2,883 3,000 3,324

当 期 純 利 益 1,238 1,313 1,233 1,681 1,860 2,134
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　　当連結会計年度の事業別の営業の状況は次のとおりです。

●　開発事業

開発事業は、電力業向け、製造業向けが減少したものの、銀行・証券向け

が増加した結果、当事業の売上高は、18,364百万円（前連結会計年度比5.5％

増）となりました。

●　運用・構築事業

運用・構築事業は、大学関連が微減となりましたが、企業向けが増加した

結果、当事業の売上高は3,576百万円（前連結会計年度比6.9％増）となりま

した。

●　販売事業

販売事業は、株式会社ＡＩＴが金融分野および医療分野を中心に好調を持

続した結果、当事業の売上高は13,206百万円（前連結会計年度比15.7％増）

となりました。

事業区分別売上状況 （単位：百万円、％）

事 業 区 分
第23期（平成25年３月期） 第24期（平成26年３月期）

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

開 発 事 業 17,407 54.1 18,364 52.2

運 用 ・ 構 築 事 業 3,344 10.4 3,576 10.2

販 売 事 業 11,416 35.5 13,206 37.6

合 計 32,168 100.0 35,146 100.0

②　資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達につきましては、特記すべき事項はありません。

③　設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

当連結会計年度の事業の譲渡、吸収分割または新設分割につきましては、特

記すべき事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

当連結会計年度の他の会社の事業の譲受けにつきましては、特記すべき事項

はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

当連結会計年度の吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する

権利義務の承継につきましては、特記すべき事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当連結会計年度の他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得ま

たは処分については、特記すべき事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

企業集団の財産および損益の状況

区　　　　　　分

第21期

(自平成22．4．１)至平成23．3．31

第22期

(自平成23．4．１)至平成24．3．31

第23期

(自平成24．4．１)至平成25．3．31

第24期

(自平成25．4．１)至平成26．3．31

売 上 高(百万円) 33,164 33,416 32,168 35,146

経 常 利 益(百万円) 2,374 2,656 2,883 3,324

当 期 純 利 益(百万円) 1,313 1,233 1,681 2,134

１株当たり当期純利益(円) 94.93 91.17 127.96 168.05

総 資 産(百万円) 26,451 27,478 28,133 29,527

純 資 産(百万円) 15,522 15,678 17,359 17,083

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数によって算出しております。
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(3) 対処すべき課題

次期のわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減や海

外景気の下振れが景気押し下げリスクとなっているものの、家計所得や投資

が増加して景気の回復基調が続くことが期待されています。

情報サービス業界におきましても、これまで回復が遅れていた製造業にお

けるＩＴ投資の増加により、本格的な回復が期待されています。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画 終年度として、

『既存事業の構造改革推進』と『自社ＩＰ製品ビジネス×海外ビジネス』に

ついて、次の具体的な課題に取り組んでまいります。

　■既存事業の構造改革推進

　　既存事業の構造改革を推進し、収益力の向上・強化と事業規模の拡大を図る。

　　[１]営業強化による受注・売上の拡大

〔開発事業〕

・「強み」を活かした提案型営業による案件の創出

・案件を確実かつ効率的に受注に結びつける受注管理体制の強化

・既存事業における得意分野（製造組込、金融、文教）への注力

・受注拡大に向けたビジネスモデルの変革

（ヘルスケア分野への進出等）

〔運用・構築事業〕

・運用実績を活かした、顧客ニーズ（コストダウン・品質向上等）へ

　　の対応

・文教系ネットワークビジネスへの注力

・ＩＤＣ（インターネットデータセンター）における仮想化・クラウ

　　ドへの対応

〔販売事業〕

・機器販売におけるターゲット顧客の拡大（製造、証券・保険等）

・クラウド分野における優位性を活かした、メーカーとの協業拡大

・自社ＩＰ製品の拡販

　　[２]収益性の高い生産体制の構築

１）生産間接費の適正化

２）プロジェクトの採算性向上

３）オフショア開発の積極的活用
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[３]事業規模に見合うコスト構造への変革

・生産原価・販管費の適正化

　■自社ＩＰ製品ビジネス×海外ビジネス

[１]さらなる推進に向けた事業投資の実行と既に実施した投資の成果の取り

　　込み

１）成長分野における先進的な製品を取り扱う米国企業（データセンター

ソ リ ュ ー シ ョ ン ビ ジ ネ ス を ク ラ ウ ド 展 開 す る 子 会 社

Cavirin Systems,Inc.とワイアレスネットワークビジネスを展開する

Proxim Wireless Corporation)への投資による、成長性の高いビジネ

スの推進

２）鑫金浪子有限公司(Kingnet)への投資による、成長市場（中国・イ

ンド・ASEAN等）における販売チャネルの構築

３）株式会社ＳＪＩに対する投資（株式会社ＳＲＡの同社転換社債の引受

け等）による中国ビジネスの拡大

[２]自社ＩＰ製品（総合文教ソリューション「UniVision」、メールアーカ

イブ製品「MailDepot」、デジタルコンテンツサービス「BELEGA-DC」、

ＥＣサイト構築サービス「BELEGA-EC」等）のビジネス拡大と新規自社

ＩＰ製品の開発・販売

　　以上の課題を推進し、当社グループの業界における存在感を一層高め、企業

　価値の向上に努めてまいります。

－ 9 －



(4) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 Ｓ Ｒ Ａ 2,640,200千円 100.0％
システムの開発、運用・構
築、機器販売等

株 式 会 社 Ａ Ｉ Ｔ 400,000千円 (100.0％) システム機器販売等

（注）当社の出資比率の（　）は、子会社である株式会社ＳＲＡの出資比率であります。

(5) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

開 発 事 業

○メインフレーム系大規模システムでの要求定義から開発・保守にい
たる一貫したシステム開発

○オープン系システムのシステム企画、開発、導入までのシステムイ
ンテグレーション

○ツールやプロダクトを活かしビジネスツールとして提供する
　ソリューションビジネス
○オープンソース・ソフトウェアによるシステムの技術サポートを行

うオープンソースビジネス

運 用 ・ 構 築 事 業

○コンピュータシステムおよびネットワークシステムの運用管理
○データ管理、設備管理を含むオペレーション全般
○ネットワークシステムの構築
○アウトソーシングサービス

販 売 事 業

○ライセンスを含めたパッケージソフト販売
○インテグレーションサービスにおけるサーバーを中心とするシステ

ム機器の販売
○ＩＴ導入に関するコンサルティング・サービス
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(6) 主要な事業所（平成26年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

当 社

本 社 東京都豊島区南池袋二丁目32番８号

紀尾井町
オフィス

東京都千代田区紀尾井町４番１号

②　子会社の主要な事業所

株 式 会 社 Ｓ Ｒ Ａ

本 社 東京都豊島区

事 業 所
中部事業所（愛知県名古屋市）

関西事業所（大阪府大阪市）

株 式 会 社 Ａ Ｉ Ｔ 本 社 東京都江東区

(7) 使用人の状況（平成26年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

開 発 事 業 992名 21名減

運 用 ・ 構 築 事 業 290名 13名減

販 売 事 業 196名 ２名減

全 社 ( 共 通 ） 14名 １名減

合 計 1,492名 37名減

（注）　１．使用人数は就業人員で表示しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない当社の

管理部門に所属しているものであります。

②　当社の使用人の状況

使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

14名 １名減 52.8歳 4.6年

（注）　１．使用人数は就業人員で表示しております。
　　　　２．平均勤続年数は、当社へ出向してからの年数を記載しております。

(8) 主要な借入先（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 811,000千円

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 220,000千円
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(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　当社子会社 株式会社ＳＲＡにおいて、株式会社ハピネットに対して、平成
23年３月31日、損害賠償請求の訴訟を提起しております。これに対して、平成
23年４月６日、株式会社ハピネットは株式会社ＳＲＡを相手取って東京地方裁
判所に訴訟を提起しております。また、現在係争中であります。
　なお、本訴訟の進捗に応じて必要な開示事項が発生した場合は速やかにお知
らせいたします。
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２．当社の現況
(1) 株式の状況（平成26年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 60,960,000株

②　発行済株式の総数 15,240,000株

③　株主数 8,631名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
株 式 会 社 Ｓ Ｒ Ａ 1,190 9.0

Ｓ Ｒ Ａ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 社 員 持 株 会 604 4.6

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 564 4.2

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 560 4.2

藤 原 園 美 450 3.4

丸 森 京 子 435 3.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 406 3.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 372 2.8

クレデイツト　スイス　アーゲー　チユーリツヒ 288 2.1

佐 藤 宏 美 244 1.8

（注）持株比率は、自己株式（2,107千株）を控除して計算しております。

－ 13 －



(2) 新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（平成26年３月31日現在）
<第８回新株予約権>（平成22年８月12日開催の取締役会決議による新株予約権）
・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的である株式の数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

194個 38,800株 ４名

・新株予約権の内容の概要

・新株予約権の数

617個（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の目的である株式の数

123,400株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　174,800円（１株当たり　874円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成24年７月１日から平成26年６月30日まで

・新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、従

業員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、そ

の他正当な理由のある場合はこの限りではない。

・新株予約権の相続は認めない。

・その他の条件については、本株主総会および取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。
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<第９回新株予約権>（平成23年９月22日開催の取締役会決議による新株予約権）
・当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的である株式の数 保 有 者 数

取 締 役
（社外取締役を除く）

138個 27,600株 ４名

・新株予約権の内容の概要

・新株予約権の数

794個（新株予約権１個につき200株）

・新株予約権の目的である株式の数

158,800株

・新株予約権の払込金額

１個当たり　無償

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１個当たり　171,000円（１株当たり　855円）

・新株予約権を行使することができる期間

平成26年７月１日から平成28年６月30日まで

・新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、当社第24期（平成26年３月期）またはそれ以前の決

算期における確定した連結損益計算書において、経常利益が44億円以

上（以下、「行使基準目標値」という。）となった場合に限り、新株

予約権を行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合

は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30％の範囲内において

変更することができる。

・新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業

員もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員でない者は新

株予約権を行使できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定

年退職、その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

・新株予約権の相続は認めない。

・取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役

会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。

③　その他新株予約権に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 鹿 島 　 亨 株式会社ＳＲＡ代表取締役社長

常 務 取 締 役 富 田 　 博 ―

常 務 取 締 役 金 﨑 俊 明

管理本部長
株式会社ＳＲＡ取締役常務執行役員
株式会社ＳＲＡプロフェッショナルサービス代表取締役
社長

常 務 取 締 役 山 崎 善 通
株式会社ＳＲＡ取締役常務執行役員
株式会社ソフトウエア・サイエンス代表取締役社長

取 締 役 堀 井 哲 夫
弁理士
堀井特許事務所所長

常 勤 監 査 役 新 延 正 憲 株式会社ＳＲＡ常勤監査役

監 査 役 櫻 井 通 晴
城西国際大学経営情報学部客員教授
株式会社ＳＲＡ監査役

監 査 役 竹 谷 智 行
弁護士
株式会社ＳＲＡ監査役

（注）１．取締役の堀井哲夫氏は、社外取締役であります。

　　　２．監査役の新延正憲氏、櫻井通晴氏および竹谷智行氏は、社外監査役であります。

３．監査役の櫻井通晴氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有

しております。

　監査役櫻井通晴氏は、専修大学経営学部の教授として昭和54年４月１日から平成19

年３月31日まで28年間在籍し、会計学の授業を行っておりました。その間、公認会

計士第二次試験と第三次試験の試験委員を歴任しておりました。また平成19年４月

１日から城西国際大学経営情報学部で会計学について大学院の指導と学部の授業を

行っております。

４．取締役の堀井哲夫氏、監査役の新延正憲氏および櫻井通晴氏は、東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。

５．監査役竹谷智行氏には、当社子会社株式会社ＳＲＡにおける係属中の訴訟に係る弁護

士報酬を支払っております。

②　事業年度中に退任した監査役

　　　該当事項はありません。
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　③　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

5名
(1名）

70百万円
（2百万円）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3名
（3名）

11百万円
（11百万円）

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

8名
（4名）

81百万円
（14百万円）

 (注) １．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の株主総会において年額420百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と承認いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の株主総会において年額60百万円以内

と承認いただいております。

３．取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権に係る報酬等の額は、

平成19年６月26日開催の株主総会において、年額420百万円の取締役報酬限度額の内枠

として、年額50百万円以内と承認いただいております。

４．報酬等の額には、平成23年10月５日（第９回新株予約権）に割当交付した新株予約権

（ストックオプション）による報酬額１百万円（取締役４名）が含まれております。

④　社外役員に関する事項

 [1]他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

　該当事項はありません。

 [2]他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役の新延正憲氏、櫻井通晴氏および竹谷智行氏は、株式会社ＳＲＡの

監査役を兼任しております。なお、株式会社ＳＲＡは、当社の子会社であ

ります。
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 [3]当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

取締役会（18回開催） 監査役会（15回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 堀 井 哲 夫 18回 100％ ― ―

監 査 役 新 延 正 憲 18回 100％ 15回 100％

監 査 役 櫻 井 通 晴 17回 94％ 15回 100％

監 査 役 竹 谷 智 行 17回 94％ 15回 100％

・取締役会および監査役会における発言状況

　　取締役堀井哲夫氏は、海外事業および特許に関する経験と専門知識を有
しており専門家としての客観的な立場から意見を述べております。

　　常勤監査役新延正憲氏は、総務、人事部門での豊富な経験と企業経営の
幅広い見識から意見を述べ、監査役櫻井通晴氏は、主に大学教授の見地か
ら意見を述べ、監査役竹谷智行氏は、弁護士の見地から意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行っております。また、監査役会においても同様の見地から主に内部統制
について意見を述べております。

 [4]責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定して

おり、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しており

ます。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査
役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときには、会社法第
425条第１項に定める 低責任限度額としております。

 [5]子会社から支払われた報酬額

株式会社ＳＲＡより社外監査役３名に対し12百万円を報酬として支払っ

ております。
 (注) 当社には親会社がありませんので、親会社またはその子会社（当社および当社の子会

社を除く。）から支払われた報酬額はありません。

－ 19 －



(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

49百万円

（注）１．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、

当社、株式会社ＳＲＡおよび株式会社ＡＩＴの監査報酬が含まれております。

２．株式会社ＳＲＡにつきましては、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人が会計監査人となって

おります。

３．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があ

ると判断した場合、監査役会の同意を得たうえで、または、下記に掲げる監査

役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることにしております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があ

ると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総会

の会議の目的とすることを請求します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株

主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、当社グループの企業価値の増大を目的に、収益力向上と成長性確保を

図るための事業投資に積極的に取り組むとともに、株主各位への利益還元を充実

させるため、「連結配当性向20％を目処として利益配分すること」を基本方針と

しております。

併せて、当社は、株主資本の効率的運用を重視した経営をめざし「連結ROE２桁

の維持・拡大」を経営目標のひとつにしております。

当期の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、１株当たり普通配当を

40円といたします。

また、次期の配当につきましては、１株当たり普通配当45円（５円増配）を計

画しており、この配当を実施した場合の配当性向は24.1%になる見込みです。

なお、これまでの年間配当は期末においてのみ実施してまいりましたが、株主

の皆様への利益還元をより適切に行うという観点からその機会について検討した

結果、次期より、中間配当を実施することとし、中間配当17円、期末配当28円、

年間配当45円を計画しております。

この中間配当実施に伴い、平成20年３月期より実施してまいりました株主優待

制度（毎年９月30日現在の株主名簿に記載された100株以上を保有する株主の皆様

に対しておこめギフト券３枚を贈呈）は、次期より廃止させていただきます。

自己株式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元のひとつ

と考えており、株価の動向や財務状況等を考慮しながら適切に対応してまいりま

す。

(6) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以

下のとおりであります。この決定は、平成19年５月15日開催の取締役会において

なされております。

①　取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制

当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス委

員会を設置し、「コンプライアンスマニュアル」を制定して役職員教育を行う

一方、内部通報制度を設け、コンプライアンスリスクの早期発見と是正措置を

講じる体制をとっております。
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に基づいて取締役の職務執行に係る情報の記録、保存および管

理を行います。

また、取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書を

閲覧できるものとしております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、災害、個人情報保護を含む情報セキュリティ、プロジェ

クトの採算、ビジネスパートナーの確保等に係るリスクについては、グループ

各社における管理を基本とし、特に事業や業績に重要な影響を与えるリスクに

ついては当社が管理します。

規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う

一方、監査室によるモニタリングを行い、トップマネジメントに対する適時適

切な報告と被監査部門への改善指示を行い、リスク管理体制の確立に努めてお

ります。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役および監査役が出席して毎月開催される取締役会において、

経営の基本方針や法令で定められた事項等経営に関する重要な事項を決定する

とともに、業務執行状況の監督を行っております。

業務運営については、将来の経営環境、業界動向等を踏まえて当社が中期経

営計画および年度経営計画・予算を策定し、グループ各社で業績目標を設定し

てその達成に向けた施策を立案・実施し、毎月の業績会議で進捗状況をフォ

　ローしております。

なお、スピードの速い経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役の任

期を１年としております。

⑤　当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

当社は、グループの経営管理を担当するとともに、グループ各社に取締役お

よび監査役を派遣して各社の取締役を監督しております。併せて、当社の監査

室がグループ企業の内部監査を実施し、内部統制の充実に努めております。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

当社は、監査役会の専属スタッフは設置せず、内部監査部門である監査室に

監査業務の委嘱を認めております。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査室の職員は、監査役が委嘱した事項の内部監査を実施し、その結果を監

査役に報告いたします。監査役より監査業務を委嘱された監査室の職員は、当

該事項に関して、取締役の指揮命令を受けないこととしております。

⑧　取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報

告に関する体制

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、

法令に従い、その事実を監査役会に報告します。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役会に出席するとともに、重要な意思決定の過程および

業務を把握するため、主要な稟議書その他の重要な文書を閲覧し、必要に応じ

て取締役または使用人に説明を求めることができます。

監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行っております。また、当

社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受け、情報交換を行うなど

連携を図っております。

監査室は社長直轄の部門であり、社長に直接監査報告を行うことは当然であ

りますが、内部統制に関する監査結果については監査役にも報告することにし

ております。

(7) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機械装置及び運搬具

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

長 期 性 預 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

22,117,393

7,689,295

6,855,761

3,112,909

1,730,952

546,989

2,208,582

△27,097

7,410,425

195,045

97,415

58,470

39,159

672,960

556,584

116,376

6,542,418

3,618,088

1,421,982

370,482

100,000

1,149,230

△13,325

△104,040

流 動 負 債 8,329,950

買 掛 金 3,211,998

短 期 借 入 金 1,509,000

未 払 費 用 583,880

未 払 法 人 税 等 882,660

未 払 消 費 税 等 255,501

賞 与 引 当 金 550,310

役 員 賞 与 引 当 金 50,000

工 事 損 失 引 当 金 416,293

そ の 他 870,306

固 定 負 債 4,114,041

繰 延 税 金 負 債 9,265

退職給付に係る負債 3,926,012

役員退職慰労引当金 161,650

そ の 他 17,112

負 債 合 計 12,443,992

純 資 産 の 部

株 主 資 本 16,982,278

資 本 金 1,000,000

資 本 剰 余 金 4,475,752

利 益 剰 余 金 14,332,695

自 己 株 式 △2,826,169

その他の包括利益累計額 68,799

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 238,530

為 替 換 算 調 整 勘 定 229,353

退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △399,084

新 株 予 約 権 32,748

純 資 産 合 計 17,083,826

資 産 合 計 29,527,818 負債及び純資産合計 29,527,818
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 35,146,945

売 上 原 価 28,659,805

売 上 総 利 益 6,487,139

販売費及び一般管理費 3,679,356

営 業 利 益 2,807,783

営 業 外 収 益

受 取 利 息 193,738

受 取 配 当 金 49,466

そ の 他 325,089 568,294

営 業 外 費 用

支 払 利 息 及 び 割 引 料 25,375

証 券 代 行 事 務 手 数 料 24,413

そ の 他 1,651 51,440

経 常 利 益 3,324,637

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,601

投 資 有 価 証 券 評 価 損 戻 入 益 6,633

退 職 給 付 制 度 改 定 益 297,026

そ の 他 2,754 312,016

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 4,928

関 係 会 社 整 理 損 4,902

そ の 他 3,712 13,544

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,623,109

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,461,193

法 人 税 等 調 整 額 27,683 1,488,877

少数株主損益調整前当期純利益 2,134,231

当 期 純 利 益 2,134,231
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平成2 5年４月１日　残高 1,000,000 4,483,598 12,789,686 △1,393,593 16,879,692

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △591,223 △591,223

当 期 純 利 益 2,134,231 2,134,231

自 己 株 式 の 取 得 △1,544,518 △1,544,518

自 己 株 式 の 処 分 △7,846 111,941 104,095

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － △7,846 1,543,008 △1,432,576 102,586

平成2 6年３月3 1日　残高 1,000,000 4,475,752 14,332,695 △2,826,169 16,982,278

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計その他有価
証 券 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

平成 2 5年４月１日　残高 588,467 △148,531 － 439,935 39,569 17,359,196

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △591,223

当 期 純 利 益 － 2,134,231

自 己 株 式 の 取 得 － △1,544,518

自 己 株 式 の 処 分 － 104,095

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△349,936 377,884 △399,084 △371,136 △6,820 △377,956

連結会計年度中の変動額合計 △349,936 377,884 △399,084 △371,136 △6,820 △275,370

平成2 6年３月3 1日　残高 238,530 229,353 △399,084 68,799 32,748 17,083,826
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

前 払 費 用

未 収 還 付 法 人 税 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

機 械 装 置

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

657,788

215,799

41,370

5,279

393,604

1,434

300

8,795,148

129

129

8,935

8,935

8,786,084

388,850

8,262,104

135,079

50

流 動 負 債 48,223

未 払 金 14,294

未 払 費 用 11,631

未 払 法 人 税 等 15,159

未 払 消 費 税 等 4,869

そ の 他 2,268

負 債 合 計 48,223

純 資 産 の 部

株 主 資 本 9,615,864

資 本 金 1,000,000

資 本 剰 余 金 6,807,168

資 本 準 備 金 1,000,000

その他資本剰余金 5,807,168

利 益 剰 余 金 4,075,923

利 益 準 備 金 29,071

その他利益剰余金 4,046,852

繰越利益剰余金 4,046,852

自 己 株 式 △2,267,227

評価・換算差額等 △243,899

その他有価証券評価差額金 △243,899

新 株 予 約 権 32,748

純 資 産 合 計 9,404,713

資 産 合 計 9,452,937 負債及び純資産合計 9,452,937
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損　益　計　算　書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

関 係 会 社 受 取 配 当 金 2,070,000

関 係 会 社 経 営 指 導 料 471,000 2,541,000

営 業 費 用 316,590

営 業 利 益 2,224,409

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,164

そ の 他 989 11,154

営 業 外 費 用

証 券 代 行 手 数 料 24,413

そ の 他 202 24,616

経 常 利 益 2,210,947

税 引 前 当 期 純 利 益 2,210,947

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 44,936

法 人 税 等 調 整 額 10,351 55,288

当 期 純 利 益 2,155,659
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株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から)平成26年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利
益剰余金 利益剰余

金 合 計繰越利益
剰 余 金

平成25年４月１日残高 1,000,000 1,000,000 5,815,014 6,815,014 29,071 2,535,974 2,565,045 △834,651 9,545,408

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △644,782 △644,782 △644,782

当 期 純 利 益 － 2,155,659 2,155,659 2,155,659

自己株式の取得 － － △1,544,518 △1,544,518

自己株式の処分 △7,846 △7,846 111,941 104,095

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－ － －

事業年度中の変動額合計 － － △7,846 △7,846 － 1,510,877 1,510,877 △1,432,576 70,455

平成26年３月31日残高 1,000,000 1,000,000 5,807,168 6,807,168 29,071 4,046,852 4,075,923 △2,267,227 9,615,864

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
評 価・換 算
差額等合計

平成25年４月１日残高 △167,845 △167,845 39,569 9,417,132

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － △644,782

当 期 純 利 益 － 2,155,659

自己株式の取得 － △1,544,518

自己株式の処分 － 104,095

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△76,054 △76,054 △6,820 △82,874

事業年度中の変動額合計 △76,054 △76,054 △6,820 △12,419

平成26年３月31日残高 △243,899 △243,899 32,748 9,404,713
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月６日

株式会社ＳＲＡホールディングス

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 井 達 哉 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 村 憲 一 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＲＡホールディングスの平

成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実

施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な

虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま

れる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社ＳＲＡホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当

該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

強調事項

１．　重要な後発事象に関する注記２に記載されているとおり、連結子会社である株式会社

ＳＲＡは平成26年４月15日開催の取締役会において、Cavirin Systems,Inc.に対して新規

貸付を行うことを決議し、実行している。

２．　重要な後発事象に関する注記３に記載されているとおり、連結子会社である株式会社

ＳＲＡは平成26年４月30日開催の臨時取締役会において、株式会社ＳＪＩの短期借入金に

対する債務保証期限の延長を決議し、実行している。

３．　重要な後発事象に関する注記４に記載されているとおり、連結子会社である株式会社

ＳＲＡは平成26年４月30日開催の臨時取締役会において、鑫金浪子有限公司(Kingnet)に

対しての既存貸付金の返済期限延長を行うことを決議し、実行している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月６日

株式会社ＳＲＡホールディングス

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 新 井 達 哉 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 村 憲 一 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＲＡホールディング

スの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について

監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書

類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、

監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書

類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第24期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環
境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役およ
び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務および財産の状況を調査
いたしました。また、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会の決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）の状況を監視および検証いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および太陽ＡＳＧ有限

責任監査法人から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に
基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いた
しました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書
ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書および連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
１) 事業報告等の監査結果

一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、
財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

２) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽ＡＳＧ有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当で

あると認めます。
３) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽ＡＳＧ有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当で
あると認めます。

平成26年５月７日

株式会社ＳＲＡホールディングス監査役会
常 勤 監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 新 延 正 憲 

社 外 監 査 役 櫻 井 通 晴 
社 外 監 査 役 竹 谷 智 行 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

１
か

鹿
しま

島
 

　
とおる

亨
(昭和27年７月28日)

昭和59年４月　株式会社ＳＲＡ入社

平成２年７月　SRA AMERICA,INC.代表取締役社長

平成８年６月　株式会社ＳＲＡ取締役

平成15年４月　同社代表取締役社長（現任）

平成18年４月　同社執行役員社長（現任）

平成18年６月　当社代表取締役社長（現任）

37,200株

２
やま

山
ざき

崎
よし

善
ゆき

通
(昭和30年８月20日)

昭和59年12月　株式会社ＳＲＡ入社

平成15年４月　同社グローバルＩＴサービスカン

パニー産業システム部長

平成18年４月　同社執行役員

平成19年６月　同社取締役（現任）

平成24年４月　同社常務執行役員（現任）

平成24年６月　当社常務取締役（現任）

平成25年４月　同社生産・品質管理本部長（現

任）

　　　　　　　株式会社ソフトウエア・サイエン

ス代表取締役社長

12,200株

３
ほり

堀
い

井
てつ

哲
お

夫
(昭和21年10月１日)

昭和46年４月　東京芝浦電気株式会社（現株式会

社東芝）入社

平成14年４月　沖電気工業株式会社入社

平成15年２月　株式会社堀井 取締役（現任）

平成21年３月　堀井特許事務所 所長（現任）

平成24年６月　当社取締役（現任）

1,000株
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

※４
にし

西
かわ

川
やす

康
のり

範
(昭和32年10月５日)

昭和56年４月　株式会社三菱銀行（現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行

平成13年１月　同行京都支社法人第二部長

平成21年６月　千歳興産株式会社常務取締役

平成25年６月　株式会社ＳＲＡ取締役執行役員

（現任）

0株

※５
おお

大
くま

熊
かつ

克
み

美
(昭和38年４月11日)

昭和62年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入

　　　　　　　社

平成13年２月　株式会社ＡＩＴ営業部長

平成18年４月　同社取締役専務執行役員

平成19年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社BTO

事業営業部長

平成20年４月　株式会社ＡＩＴ取締役副社長

平成21年４月　株式会社ＡＩＴ代表取締役社長

（現任）

平成23年６月　株式会社ＳＲＡ取締役

1,500株

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．候補者堀井哲夫氏は、社外取締役候補者であります。
４．堀井哲夫氏は、海外事業および特許に関する経験と専門知識を有しており、専門家と

しての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断
し、社外取締役候補者としました。

５．堀井哲夫氏は、現在当社の社外取締役であり取締役としての在任期間は本総会終結の
時をもって２年となります。

６．当社は、定款第28条において、社外取締役との間に、会社法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役候補者
である堀井哲夫氏につきましては、現在、当社との間で責任限定契約を締結しており、
同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

－ 37 －



第２号議案　監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
株 式 の 数

１
にい

新
のべ

延
まさ

正
のり

憲
(昭和28年２月26日)

昭和51年４月　日本国有鉄道（現東日本旅客鉄道

株式会社）入社

平成３年２月　同社高崎支社総務部長

平成18年６月　同社厚生部長

平成21年６月　財団法人運輸調査局（現一般財団

法人運輸調査局）理事

平成22年４月　独立行政法人国立病院機構理事

平成24年６月　当社監査役（現任）

株式会社ＳＲＡ監査役（現任）

800株

２
たけ

竹
や

谷
とも

智
ゆき

行
(昭和28年11月２日)

昭和59年４月　弁護士登録

平成３年４月　竹谷法律事務所入所

平成13年６月　株式会社ＳＲＡ監査役（現任）

平成13年６月　マスミューチュアル生命保険株式

会社監査役

平成18年６月　当社監査役（現任）

2,000株

※３
よし

吉
だ

田
 

　
のぼる

昇
(昭和23年３月18日)

昭和47年４月　日本放送協会入局

昭和50年４月　郵政省（現総務省）入省

平成５年７月　同省通信政策局情報管理課長

平成６年７月　同省通信政策局技術開発推進課長

平成８年７月　同省放送行政局デジタル放送技術

開発課長

平成11年７月　同省信越電気通信監理局長

平成13年７月　総務省九州総合通信局長

平成14年８月　財団法人道路交通情報通信システ

ムセンター（現一般財団法人道路

交通情報通信システムセンター）

常務理事

平成21年４月　財団法人移動無線センター（現一

般財団法人移動無線センター）九

州センター長

平成26年１月　株式会社ＳＲＡ顧問（現任）

0株
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（注）１．※は新任の監査役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．候補者は全員社外監査役候補者であります。
４．新延正憲氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂

行できる社外監査役の候補者とした理由は、同氏が客観的立場から当社の経営を監査
するために必要な、総務、人事部門での豊富な経験と企業経営の幅広い見識を有する
からです。なお、同氏が社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもっ
て２年となります。

５．竹谷智行氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂
行できる社外監査役の候補者とした理由は、同氏が客観的立場から当社の経営を監査
するために必要な、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有するからです。なお、
同氏が社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって８年となります。

６．吉田昇氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行

できる社外監査役の候補者とした理由は、同氏が客観的立場から当社の経営を監査す

るために必要な、電気通信分野の見識と豊富な経験を有するからです。

７．本議案を原案どおりご承認いただきますと、当社は新延正憲氏および吉田昇氏を東京

証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

８．当社は、定款第38条において、社外監査役との間に、会社法第427条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外監査役候補者

である新延正憲氏および竹谷智行氏につきましては、現在、当社との間で責任限定契

約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定でありま

す。また、社外監査役候補者である吉田昇氏との間においても当該契約を締結する予

定であります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名

の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
株 式 の 数

よし

吉
むら

村
 

　
しげる

茂
(昭和29年７月５日)

昭和52年４月　三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社）入社

平成18年２月　同行名古屋支店長

平成19年10月　株式会社ディーエム情報システム（現

日本アイ・ビー・エム・ビズインテック

株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長

平成20年11月　当社管理本部財務部長

株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務

部長

平成22年４月　当社監査室長（現任）

0株

（注）１.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.候補者は、監査役就任の際には、事前に当社および株式会社ＳＲＡを退職いたします。
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第４号議案　中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の

募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項

の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。

当社グループは、第22期（平成24年3月期）から第25期（平成27年3月期）を対

象年度とする中期経営計画を推進しておりますが、中期経営計画の達成に対する

意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増大に資することを目的に、当社の取

締役、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、ストックオ

プションとして新株予約権を発行したいと存じます。この新株予約権は、同計画

の 終年度である第25期(平成27年3月期)の連結経常利益目標値34億60百万円以

上または当期純利益目標値22億30百万円以上を達成することを行使条件といたし

ます。

なお、本議案承認の決議の効力は、後記の「第５号議案　職務執行の対価とし

て取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件」が本株主総会で承

認された場合に発生します。

１．本総会の委任決議に基づいて取締役会が募集事項を決定できる新株予約権の

内容、数の上限、対価および名称

(1) 新株予約権の内容

①　新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個の

目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は200株とする。

なお、当社が普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。）または株

式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない

新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未

満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を行

い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて付与株

式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は付与株式

数の調整を行うことができるものとする。
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②　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定

される１株当たりの行使価額（以下、「行使価額」という。）に新株予

約権１個の付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引

が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社株式普通取引

の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）と

する。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値（取引が成立しない

場合はそれに先立つ直近日の終値。）を下回る場合は、当該終値を行使

価額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行

使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合または自己株式を処分

する場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は、

次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は

切り上げる。
既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から

当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社との合併後存続する場合、当社が他社と株式交換を

行い株式交換完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて行使

価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、当社は行使価額

を適切に調整することができるものとする。

③　新株予約権を行使することができる期間

平成28年７月１日から平成30年６月30日までとする。
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④　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金に関する事項

 [1]新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

 [2]本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、上記[1]記載の資本金等増加限度額から上記[1]に従っ

て算出された増加する資本金の額を減じた金額とする。

⑤　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

⑥　新株予約権の取得条項

会社法第236条第１項第８号イないしホに定める行為をする場合、当社は

本新株予約権全部を無償にて消却することができる。

⑦　組織再編時の新株予約権交付に関する事項

当社が会社法第236条第１項第８号イないしホに定める行為をする場合、

当社の新株予約権者に対し、当該イないしホに定める者（以下、「存続

会社等」という。）の新株予約権を交付するものとする。ただし、合併、

吸収分割および株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約

および株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。

なお、交付される存続会社等の新株予約権の付与株式数および行使価額

は株式の割当比率に応じたものとし、新株予約権のその他の内容も当社

の新株予約権と同等とするが、当社はその判断で、適宜これらを変更で

きるものとする。
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⑧　新株予約権の権利行使の条件

 [1]新株予約権は、当社第25期（平成27年３月期）における確定した連結

損益計算書において、経常利益が34億60百万円以上または当期純利益

が22億30百万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）となった

場合に限り、行使できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた

場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を±30％の範囲内にお

いて変更することができる。

 [2]新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員もしくは当社子

会社の取締役、執行役員または従業員でない者は、新株予約権を行使

できない。ただし、取締役の任期満了による退任、定年退職、その他

正当な理由のある場合はこの限りではない。

 [3]新株予約権の相続は認めない。

 [4]取締役会は、その他必要な条件を付すことができる。ただし、取締役

会が付す条件は当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に規定された場合に限り、効力を持つものとする。

(2) 新株予約権の数の上限

新株予約権の数は1,000個を上限とする。

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、

当社普通株式200,000株を上限とし、上記(1) により当該新株予約権に係る

株式数が調整された場合は、当該新株予約権に係る調整後の株式数に上記

新株予約権の上限数を乗じた数とする。

(3) 新株予約権の対価

金銭の払込みを要しない。

(4) 新株予約権の名称

株式会社ＳＲＡホールディングス第12回新株予約権

２．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要と

する理由

    意欲や士気を高める目的から、新株予約権の対価は無償とする必要がありま

す。
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第５号議案　職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方

法決定の件

当社の取締役は、「第１号議案　取締役５名選任の件」を原案どおりご承認い

ただきますと５名となります。取締役に対して、職務執行の対価として新株予約

権を割り当てる場合の、その内容および算出方法についてご承認をお願いするも

のであります。

新株予約権の内容は、前記の「第４号議案　中期経営計画連動型ストックオプ

ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する

件」でご承認いただいたものとし、その算定方法は、平成17年12月27日に企業会

計基準委員会から公表された企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関

する会計基準」、その他新株予約権の評価に関する会計規則等に定められた方法

とします。

以　上
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株主総会会場ご案内図

東京都千代田区麹町一丁目６番４号
住友不動産半蔵門駅前ビル２階

ベルサール半蔵門
問い合わせ先
　株式会社ＳＲＡホールディングス

03－5979－2666（代表）

●東京メトロ
半蔵門線「半蔵門駅」３ｂ出口　直結

有楽町線「麹 町 駅」３番出口　徒歩６分


